
平成30年度 愛知県家具固定推進員

◆ 派遣を申請したい場合は・・・

原則として、派遣希望日の１か月前までに所定の申請用紙を愛知県家具固定相談窓口へ郵送、ファクシ
ミリ又は電子メールで提出してください。

【派遣先の募集期間 平成３０年３月１３日（火）～平成３１年２月１５日（金）】

お問い合わせや申請用紙のご請求は下記までお願いします。

＜愛知県家具固定相談窓口＞

〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

愛知県防災局防災危機管理課 啓発グループ（本庁舎２階北側）

電 話 ０５２－９５４－６７００（ダイヤルイン）

ファクシミリ ０５２－９５４－６９１１

電子メール bosai@pref.aichi.lg.jp （件名に【推進員派遣】と記載ください）

なお、申請用紙は、愛知県防災局のホームページからもダウンロードしていただけます。

http://www.pref.aichi.jp/bousai/index.html

◆ 「家具固定推進員」とは？
各地域で家具固定器具の取付支援や取付指導を行っているボランティアです。

◆ 派遣対象及び活動内容は？

県内の市町村や自主防災組織、学校、企業、地域団体等が主催し、概ね１０名以上の参加が見込まれ
る講習会やイベント、防災訓練などで家具固定器具の取付実演や啓発活動を実施します。

あいち防災キャラクター
「防災ナマズン」

家具固定は、家庭や職場でできる効果の高い対策です。
家具固定について学び、みんなで地震に備えましょう！

講習会、イベント、防災訓練など

県（事務局）：相談窓口

住民・地域団体

市町村

① 派遣依頼

あいち防災リーダー会

（推進員との連絡調整）
④ 派遣決定

⑥ 実施報告

愛知県家具固定推進員
⑤ 派遣・講習

③講習依頼 ②派遣調整

＜手続きの流れ＞

※派遣希望日の1か月前まで

◆ 費用は？
家具固定推進員の派遣費用は無料！ 但し、会場の使用料等については、申込者側の負担になります。

【申込者】

◆ 注意事項
・家具固定推進員は、家具固定推進員派遣制度の趣旨に賛同し、ボランティアとして活動していただいて
いる方々です（県から交通費のみ支給） 。
・日程等の都合により、希望日に家具固定推進員を派遣できない場合があります。


